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■制度の概要①

○ 2017年１⽉１⽇に施⾏された⽶国海産ほ乳類保護法（MMPA）の実施規則では、
⽶国に⽔産物を輸出する外国の漁業に対し、海産ほ乳類（※１）の混獲を⼀定⽔準
以下にするよう求めており、⽶国と同等の混獲削減措置（※２）を導⼊していない
漁業によって漁獲された⽔産物の輸⼊を禁⽌。

○ 輸出国には、2025年12⽉31⽇までの猶予期間（当初2021年12⽉31⽇までと
されていたが延⻑）が与えられており、この間に⽶国への輸出を⾏う漁業について
のデータを提出し、各漁業において海産ほ乳類の混獲に対する対応が⽶国と同等で
あると認められること（同等性認定）が求められている。

※１︓クジラ、イルカ、アザラシ等の海に棲息するほ乳類
※２︓⽶国はオブザーバー（監視員）の乗船、混獲上限の設定、漁具の改良等を実施
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■制度の概要②

○ ⽶国は、輸出国から提出されたデータに基づき、各漁業を海産ほ乳類の恐れのな
い「免除漁業」と、混獲の恐れのある「輸出漁業」に分類。*１

○ さらに、輸出漁業について、⽶国と同等の混獲削減措置が導⼊されていると認め
られる（同等性認定）か否かを判断。

○ 同等性認定が得られなかった漁業については、2026年１⽉１⽇から禁輸。

輸出漁業免除漁業

かご・つぼ、はえ縄、ひき縄、刺し網、

流し網、定置網、底びき網（trawl）、
まき網 *２
等

徒手採捕、潜水、釣り、桁網（dredge）、じょれん、敷網、

すくい網、地びき網、

船びき網、サンマ棒受け網、

養殖

【主な漁法の分類】*１
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*１ 2017年・2020年に公表された分類に基づき作成。内水面・陸上養殖はMMPAの対象外。
*２ RFMOにより海産ほ乳類の意図的な包囲を禁止する保存管理措置等が実施されている場合は

免除漁業（IOTC、WCPFC）。



当該漁業由来の水産物は
全て禁輸
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■ 制度の概要③
ある国のある漁業が禁輸対象となった場合、当該漁業で漁獲される可能

性のある⿂種を⽶国に輸出する際には、当該漁業由来のものではないこと
を証明する認容証明書（Certificate of Admissibility）が求められる。対象
となる漁業・⽔産物及びその製品は別途漁業国へ通知される。

同等性認定を
受けた漁業

魚種A、魚種B

同等性認定を
受けられなかった漁業

魚種A、魚種C、魚種D

魚種A：認容証明書が必要
魚種B：認容証明書が不要

（認容証明書の例）

輸出国
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■ 現在の状況

○我が国は、⽶国の求めに応じ、2021年11⽉に輸出実績のある⼜は輸出⾒込みの
ある漁業種類のデータを提出。（内⽔⾯・陸上養殖はMMPAの対象外）。

○⽶国は、各国から提出されたデータを基に、各国の各漁業における海産ほ乳類の
混獲実態や、混獲回避措置の導⼊状況等について審査。

○2025年９⽉、⽶国海洋⼤気庁のホームページにて、国ごとの審査結果を公表。
⽇本が申請した漁業は、全て⽶国と同等の混獲削減措置を導⼊している（同等性が
ある）と認定。これにより、申請済みの⽇本の漁業は、認容証明書を添付せずに輸
出継続が可能。
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⽶国向けに
輸出不可

認容証明書を添付せず
に輸出可能

⽇本産⽔産物・
⽇本産⽔産物を
利⽤した加⼯品

同等性認定を受けた漁業で
漁獲したか⽔産物か否か

同等性が認定
されていない

申請済みの漁業は全て認定

同等性が認定
されている
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■ 今後想定される事項（中継国指定）

○ ⽶国は、第三国から輸⼊した⽔産原料を加⼯し、⽶国へ再輸出している
国を中継国（Intermediary nation）に認定。当該国は、中継国に関する
規定への対応が求められる。

○ ⽶国は、同等性が認められなかった漁業由来の⽔産物の流通を分析・
特定し、対象となる⽔産物及びその製品を中継国と考えられる国へ書⾯
で通知する。

○ 通知を受けた中継国は、当該⽔産物及び製品が⽶国に輸出されていない
⼜は、⽶国への輸出に当該⽔産物及び製品を含んでいないことを証明する
仕組みを有していること等を証明しなければならない。

■ 今後の想定スケジュール
・2025年９⽉末頃（⾒込み）︓⽶国から中継国への通知
・2026年１ ⽉ ︓輸⼊規制措置の開始
・2026年１ ⽉末頃（⾒込み）︓中継国への規制措置開始
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【⽇本から⽶国への⽔産物輸出実績】

・「練り製品」「たこ・いか調整品」等
→外国産の原料を使⽤したものは

今後発表される、⽶国側の審査結果
によって輸出規制が異なる

⽶国へ輸出される主な⽔産物のうち
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2024年
741億円

ぶり
229

ほたてがい
191練り製品

42

たこ調製品
12

真珠 38

うに 36

食用海藻 19

・「ぶり」は多くが養殖
→養殖は「免除漁業」

養殖以外の既に申請した漁業は
同等性が認められている。

・「ほたてがい」は桁網、養殖等
→桁網、養殖等は「免除漁業」

出典：普通貿易統計（検索ページ） : 財務省貿易統計 Trade Statistics of Japan


